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刑法改正による性犯罪およびセクハラ法制の強化 
2026 年 3 月 18 日 

One Asia Lawyers タイ事務所 
藤原 正樹（弁護士・日本法） 

マーシュ 美穂  
 

タイでは、セクシュアルハラスメントに関する法的保護を強化及び

強姦罪の適用範囲の拡大のため、1956 年刑法を改正する 2025 年刑法

改正法（第 30 号）（以下「刑法第 30 号」）が公布され、2025 年 12 月

30 日に施行されました。 
今回の改正は、性的犯罪に関する刑事規定を現代社会に即した内容

に見直すことを目的としています。特に、電子メールや SNS などの

オンライン上で行われる不適切な発言・行為を含め、デジタル空間

での性的嫌がらせにも対応できるよう明確化が図られました。 
 
1 刑法第 30 号施行前の法的課題 
刑法第 30 号が施行される以前、セクシュアルハラスメントについて

は、刑法第 397 条に基づく軽微犯罪（petty offence）としてのみ規制

されていました。同条は、「他人に対して性的性質を有する嫌がらせ

行為を行った者は、1 か月以下の懲役または 1 万バーツ以下の罰金、

またはその併科に処する」と定めています。このように、刑罰が比

較的軽い上、犯罪の定義も曖昧であったため、セクシュアルハラスメントの抑止力としては十

分とは言えず、実質的に深刻な不正行為であっても軽犯罪として扱われる事例が発生していま

した。 
また、刑法第 276 条および第 277 条に規定される「強姦罪」については、強姦の定義が狭かっ

たため、行われた行為が重大であっても、強姦の定義に該当しない行為については「性的暴行」

として扱われ、強姦罪よりも軽い刑罰の対象となっていました。 
 
2 刑法第 30 号により導入された主な改正点 

2.1 セクシュアルハラスメント規定の新設 
2.1.1 定義 

刑法第 30 号により、刑法に新たに第 1 条(19)項が追加され、「セクシュアルハラ

スメント」の定義が以下のとおり明確化されました。 
「身体的手段、言葉、音、身ぶり、コミュニケーション、注視、つきまとい、そ

の他いかなる手段によって行われた行為であっても、コンピュータシステム、通

信機器、その他の電子的手段を通じて他人に意味を伝達することが可能な行為を

含み、性的な意味合いを有し、かつ相手に苦痛、不快感、困惑、屈辱、恐怖、ま

たは性的な不安感を生じさせるおそれがあるものをいう。」 
この改正により、従来の対面での言動のみならず、つきまといや電子的手段を用

いたオンライン上の行為もセクシュアルハラスメントとして明確に規定されまし

た。 
 

2.1.2 セクシュアルハラスメントの構成要件 
刑法第 1 条第(19)項で定義された文言に基づくと、セクシュアルハラスメントに

は以下の要素が含まれます。 
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・行為の態様 
セクシュアルハラスメントは、身体的接触、言葉、音、身ぶり、コミュニケーシ

ョン、注視、つきまとい、またはコンピュータシステム、通信機器、その他の電

子的手段など、被害者に対して性的な意図を明確に示す手段によって行われる行

為を指します。 
例としては、望まれない接触（身体への触れ合い、抱擁、擦れ合いなど）、性的

な発言・冗談・コメント、メッセージアプリやSNSを通じた性的な内容の画像・

動画・メッセージ送信、または性的意図を示す身ぶり・音を発する行為などが挙

げられます。 
・被害の性質 
当該行為は、被害者に苦痛、不快感、困惑、屈辱、恐怖、または性的な不安感を

生じさせるおそれがあるものでなければなりません。「おそれがあるもの」と規

定されていますので、実際に上記の様な被害が発生したことは必要でなく、客観

的に見てそのおそれがあれば「セクシュアルハラスメント」に該当します。 
・加害者の意図 
セクシャルハラスメントに該当する行為を行った者が性的満足を目的としていた

かどうかは問われません。その行為者が故意に行った、あるいはその行為がセク

シュアルハラスメントとなる可能性を予見していた場合には、責任が認められま

す。したがって、「単なる冗談」や「からかい」であったという主張であっても、

相手に性的な不快感や苦痛を与える可能性を認識していた、または認識すべきで

あった場合には、免責されません。 
・性別に関する適用範囲 
セクシュアルハラスメントは、男性から女性への行為に限定されません。性別を

問わず、いかなる者も他者に対して性的嫌がらせを行った場合には責任を問われ

ます。 
 

2.1.3 刑罰および企業への影響 
刑法第 30号により、新たに刑法第 284/1条が追加され、他人に対してセクシュア

ルハラスメントを行った者は、1 年以下の懲役または 2 万バーツ以下の罰金、ま

たはその併科に処せられる旨が規定されました。 
また、以下のような加重的な状況のもとでセクシュアルハラスメントが行われた

場合には、より重い刑罰が科されます。 
� 再犯などにより被害者が通常の生活を送れなくなった場合 

→ 2 年以下の懲役または 4 万バーツ以下の罰金、またはその併科 
� 公共の場所または不特定多数が閲覧可能なオンラインプラットフォーム上で

行われた場合 
→ 3 年以下の懲役または 6 万バーツ以下の罰金、またはその併科 

� 15歳以下の児童に対して行われた場合（本人の同意の有無を問わない） 
→ 5 年以下の懲役または 10 万バーツ以下の罰金、またはその併科 

� 上司、雇用主その他優越的な地位を利用して行われた場合 
→ 3 年以下の懲役または 6 万バーツ以下の罰金、またはその併科 

� 裁判所が、性的嫌がらせ行為の禁止、わいせつなオンラインコンテンツの拡

散停止・削除命令を発したにもかかわらず、これに従わなかった場合 
→ 6 か月以下の懲役または 1 万バーツ以下の罰金、またはその併科 
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� 性的嫌がらせに関連してコンピュータシステムにわいせつな情報が入力され、

裁判所がプラットフォーム運営者またはサービス提供者に対し拡散の停止ま

たは削除を命じたにもかかわらず、これに従わなかった場合 
→ 6 か月以下の懲役または 1 万バーツ以下の罰金、またはその併科 

これらの刑事責任は個人に適用されますが、セクシュアルハラスメントの発生は

企業にとっても重大なリスクをもたらします。不祥事として報道されることによ

る企業の評判低下、従業員・顧客・取引先からの信頼喪失、さらには行政的また

は民事上の責任が問われる可能性もあります。 
そのため、企業は次のようなコンプライアンス体制の整備が求められます。 
・セクシュアルハラスメントに関する明確な社内方針・行動基準の策定 
・定期的な従業員研修の実施 
・安全かつ機密性を確保した内部通報制度の導入 
これらの対策を講じることで、企業は法的および評判上のリスクを軽減し、安全

で尊重に基づく職場環境を維持する姿勢を対外的に示すことができます。 
 

2.2 強姦罪の適用範囲の拡大 
刑法第 30 号では、刑法第 1 条第(18)項における「強姦」の定義が拡大され、改正前は

「性的暴行」として軽い刑罰にとどまっていた重大な性犯罪も、より重い処罰の対象

として適切に扱われるようになっています。 
 
3 まとめ 
刑法第 30 号は、タイにおける性犯罪関連法制を大幅に強化する重要な改正です。 
強姦罪の適用範囲を拡大し、セクシュアルハラスメントを明確に犯罪として定義・処罰するこ

とにより、これまで十分に対応できていなかった領域を補完し、被害者保護を一層強化する内

容となっています。 
これらの規定は個人に対する刑事責任を課すものですが、職場やオンライン上での行為が問題

化した場合、企業自体も重大な評判・業務上のリスクにさらされる可能性があります。 
そのため、企業は今一度、セクシュアルハラスメント防止に関する内部方針、従業員教育、内

部通報制度などのコンプライアンス体制を点検・強化することが重要です。これにより、安全

で尊重のある職場環境を確保し、潜在的な法的・レピュテーションリスクを未然に防ぐことが

できます。 
本件に関してご質問や貴社のコンプライアンス対応についてのご相談がございましたら、One 
Asia Lawyers タイ事務所までお気軽にお問い合わせください。 

以上 
〈注記〉  
本資料に関し、以下の点につきご了解ください。  
・ 本資料は2026年3月18日時点の情報に基づき作成しています。  
・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。  
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。  
 
One Asia Lawyersタイ事務所においては、常駐日本人専門家4名を含む合計20名の体制で対応を

行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供してお

ります。  
各種フォーマットの提供や各種動画配信（例：「タイにおける解雇のポイント（日本語、英語）」、

「タイにおける個人情報保護法のポイント（英語、タイ語、日本語）」、「タイにおける駐在員が
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知っておくべきコンプライアンスのポイント（日本語）」）を行っております。  
本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 
 

◆ One Asia Lawyers ◆ 
「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアド
バイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日
本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成さ
れ、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  
この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legalまでお願いしま
す。 
なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファ

ームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・

メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省

略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談

ください。 
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